
通学区域内をスクールバスが運行します 

スクールバスを利用には、東京都教育委

員会が定める要件があります 

葛飾区 

青戸３～８丁目、お花茶屋、金町、金町浄水場、鎌倉３～４丁目、 

亀有、小菅、柴又、白鳥、高砂５～８丁目、宝町、立石２～７丁目、

新宿、西亀有、西水元、東金町、東堀切、東水元、堀切、水元、 

水元公園、南水元、四つ木 

水元小合学園  

（葛飾区水元1丁目） 

水元小合学園 肢体不自由教育部門 通学区域 


